
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 
 
 

 

東京労働局(局長 辻田 博)は、令和４年 11 月 21 日から来年 1 月 31 日までの期間を

「年末・年始 Safe Work推進強調期間」と設定し、安全衛生機運の向上に向けて取組を

行っております。この取組の一環として、労働災害防止対策の徹底と安全衛生意識の高

揚を目的とした建設現場に対するパトロールを下記のとおり実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

東京労働局発表 

令和４年11月25日 
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安 全 課 長 

東京労働局労働基準部 
担 

 

当 

主任安全専門官 

電 話 

小 嶋  三 喜 雄 

飯 塚  直 樹 

03（3512）1615 

日 時  令和４年 11 月 29日（火）14:00～16:00 

工事名称  竹中・協永・明成・武蔵野・ＩＮＡ特定建設共同企業体 

中野区新庁舎整備事業 実施設計・施工業務 

用 途  中野区庁舎 

所 在 地  東京都中野区中野４丁目１１番 

東京労働局長及び建設業労働災害防止協会東京支部長による 

安全衛生パトロールを実施します(11月29 日） 

～ 年末・年始 Safe Work 推進強調期間中に実施 ～ 
 

～トップが進める方針 みんなで共有 生み出す安全・安心～ 

※裏面あり 



 

 

 

【申し込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 当日に取材を希望する場合は、①会社名、②参加人数、③連絡先を東京労働局労働

基準部安全課までメール（anzenka-toukyoukyoku@mhlw.go.jp）にてご連絡願います（締

切：令和４年 11月 28日（月）12：00必着）。 

(2) 当日は 13時 50分までに現場事務所(上記案内図参照)にお越しください。 

(3) 保護帽は、現場で用意させていただきます。 

(4) 現場内を移動しますので、多少汚れても良い服装や靴でお越しください。 

(5) 現場内の一部に撮影を行えない箇所があります。現場内の撮影に当たっては、現場

職員の指示に従ってください。 

(6) 駐車場はございません。撮影機材搬入等のために、一時的に現場内に入場すること

は可能です。 

 

 

 

〒102-8306                              

東京都千代田区九段南１－２－１                                                              

九段第３合同庁舎 １３階                                                      

東京労働局労働基準部安全課(横山 鈴木）                                                    

TEL 03-3512-1615 

現場案内図 

お問合せ先 

～トップが進める方針 みんなで共有 生み出す安全・安心～ 


